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その１　経営面からの比較

田中徳明

水道事業の六大都市比較を経営面について行なう

場合には，様々な厄介な問題が含まれていること

を考慮に入れる必要がある。

全国の水道事業は事業の類別としてみれば，すべ

て清浄で豊富な上水を住民に供給することを目的

として経営されている全く同種の事業であるが，

これが仮に利潤の追求を経営の基本的な理念とし

ている民間企業であるとすれば，経営面の比較に

おいてまず第一に取りあげられるべきは経営活動

の成果計算としての損益の状況であろう。そして，

この場合においては，経営外的な様々な条件に何

らかの違いがあり，それが直接間接に各企業の経

営活動に有利あるいは不利の作用を及ぼしている

としてもそれらの条件の違いを当然に活動の中

で消化したものとして経営成績を評価されるのが

民間企業の特質でもあり，利潤追求という理念か

ら導き出されるシビアーな経営責任と考えるぺき

ものでもあろうか。

これに対して，水道事業は通常地方公共団体が経

営する地方公営企業であり，それは,制度的には一

般の地方行政とはかなり異なった点を有している

とはいえ，その経営の根本理念は住民福祉の増進

といういわゆる公共性の原則が厳しく要請され，

その意味においては民間企業とはまた違った重大

な経営責任を住民に対し負っているのである。

従って，事業経営の成果を比較する場合にもい

かに住民福祉の向上に寄与し得たか，どれほどの

サービスを住民に提供し得たか，ということが最

も重要かつ基本的な命題とならなければならない

のであり，単一の計算値や指標によってそのよう

六大都市水道事業の比較



な総合的な経営成果を判断することには，自ら限

界があることに注意しなければならない。

これに加えて，水道事業の経営比較においては，

様々な指標や数値そのものについても十分な考慮

が払われなければならないが，それは，ある特定

時点における特定の指標や数値が，その事業のも

つ歴史的な背景や経営外的な諸要因によ｡つて大き

な影響を受けるものであり，時としては，それら

の数値などの事業間の差異が実はそのような経営

外的な条件の違いそのものを示しているとさえ考

えられることもあるからである。今，一つの例と

して給水普及率についてその間の事情を具体的に

考えてみることにする。

昭和44年度末における六大都市の給水普及率＜給

水人口を総人口で除したもの＞は，東京都＜23

区＞94,9％，名古屋市98.9％,京都市96.2％，大

阪市98.8％,神戸市95.5％,そして横浜市は96.0

％である。＜昭和44年度地方公営企業の決算状況

より＞。これらの数値によって，六大都市はすぺ

てほぼ95％以上の給水普及率を示し，中でも名古

屋市と大阪市は99％という完全給水の状態に近い

が，東京都と神戸市はやや低く，横浜市は六大都

市の中位にあることが，数字的には明らかとなっ

ているのであるが，その数値の序列がそのまま各

都市水道事業の経営努力の序列を示すものである

という評価はできないであろうっそれは，まず第

一に，給水普及率が95％という高い数値をこえた

場合における数値の差が，実体からみればそれほ

ど重要なものでなくなってしまうということであ

る。横浜市の場合96％の普及率であり，100％ま

でになお数字の上で4％のへだたりがあるが，そ

の中には自分の意志で市営水道をひかない人，す

でに水道布設計画の具体的計画のある地域などが

含まれているのである。

第二に，未普及地区への水道管布設については，

重点事業の一つとして努力しているにも拘らず，

郊外地域への著しい人口の流入によって新しい給

水地域が年々急激に拡大している横浜市のような

例と，大阪市などのように，現在すでに市域のほ

とんどすべてが市街地となっており，人口もむし

ろ減少する傾向を示している例との条件の違いが

ある。

その他，水道の歴史や自然条件としての地形の特

性，更には戦後の復興状況の違いなど給水普及率

ひとつをとってみても単なる数値の比較からは

知ることのできない経営の内情が存在しており，

以下に述ぺる経営比較に関してはすべてこのよう

な経営外的な条件の違いが，何らかの形で数字に

影響を及ぼしていることに十分注意する必要があ

る。

以上のような問題点をふまえつつ，以下六大都市

水道事業の経営面に関して，やや変った角度から

若干の比較を行なってみたい。

現在，六大都市水道事業に共通する最重要の経営

の課題は，水源の確保である。横浜市に特に著し

い人口急増という需要増加要因のほかに，市街地

の再開発,生活水準の向上に伴う使用水量の増加，

産業経済の発展等による給水需要の増加は，全国

的に共通の傾向であり，水道水源の新たな開発は

今やわが国においては国の総合的な施策をまたな

ければ解決はあり得ない状況に立ち至っているの

である。

そこで，まず六大都市水道が，水源対策を含めた

施設の建設計画に，どのように取り組んでいるか

をみてみると第１表のごとくである。

この表は，昭和44年度決算時におけるものである

ので，その後若干の修正，計画変更がなされたか

もしれないが，いずれにしても各都市とも共通

１ 建設事業計画について
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六大都市建設事業計画

＜「昭和44年度地方公営企業の決算状況」より＞

して現在大規模な建設工事を継続して施行中であ

り，将来もまた水源対策その他水道施設の拡張整

備を最重点にした経営を続けていかざるを得ない

ことには変りがないであろう。

このことは，一面から見れば水道事業の今後の発

展を約東するものと考えることも可能であるが，

他面において，独立採算制をとる水道事業が安定

した経営を維持していく上で大きな財政的な困難

をもたらすことにもなると考えられるのである。

なお，横浜市では現在第８回拡張工事を施行中で

あるが，その詳細については別稿「横浜市の水道

事業の現況と計画」を参照されたい。

先にも述べたように，給水需要の増加傾向は六大

都市共通の現象であるが，その需要増をもたらす

＜「昭和44年度地方公営企業の決算状況」より＞

２ 給水需要構造について

給水量の需要種別内訳

表１

表２



要因は何であろうか。この点に関する詳細な需要

分析は種々困難な問題があり現在のところ明確か

つ具体的な結論に達していない状況である。しか

し，水道事業にとって将来の需要予測を適確に把

握し給水体制の万全な措置をとるためには，今後

この課題に対する科学的な答えが是非とも求めら

れなければならないであろう。現在のところは，

昭和44年度決算に示された有収水量のおおまかな

使用用途別の分析を頼りに，結果としての六大都

市の需要構造の実情を知ることができるのみであ

る。

表２については，後で料金体系の比較の項でも述

べるが，各都市の現行料金体系が大別して用途別

体系＜横浜市，名古屋市，大阪市。但し，名古屋

市はこのあと昭和45年度から口径別体系に変更し

た。＞と，口径別料金体系＜東京都，京都市，神

戸市＞に二分されており，口径別料金体系を採用

している都市において需要用途をどのように把握

しているのかということ，用途別料金体系をとっ

ている事業でも個人営業の場合における営業主の

生活用水と営業用水との区別は不可能であるとい

うことなど，厳密に考えれば問題がない訳ではな

いが，今一応そのような細部の問題はネグレクト

してみれば，各都市の需要実態の特徴がかなり鮮

明に示されているということができよう。すなわ

ち，生活用水の需要が横浜市，東京都,名古屋市，

神戸市の４都市ではほぼ全体の50％程度を占めて

いるのに対し，京都市は三分の二に近く，大阪市

は逆に三分の一以下となっている点てある。この

表によって，近年大阪市では人口が減少傾向を示

しているにも拘らず給水需要は増加しており，水

源対策に他都市と同様に取り組まなければならな

いという実態の説明が可能となるのである。つま

り，大阪市の給水需要の増加をもたらすものは，

人口増加に基づく生活用水の増大ではなくこの表

において他都市と比較して際立って大きい割合を

示している他の用途の増加によるものであると推

察できるのである。

原水，浄水，配水部門原価の比較

原水，浄水，配水部門の原価につい

て

第３表は，上水の原価を原水，浄水，配水の3部

門に配分したものについてその構成等を比較した

ものである。もとより，水道事業の原価はこれら

３部門以外にも業務部門，一般管理部門に要する

ものがあり，また原価には，直接それらの部門に

＜「昭和44年度地方公営企業の決算状況」より＞
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六大都市水道料金体系比較表表４



昭和46年４月1日現在

ついても１ｍ3当り50円である。
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める配水部門原価の比率が39％と最も高く，ま

た，配水部門原価の中での動力費の構成比も高く

なっている。＜横浜市9％,東京都8％,大阪市

5％,神戸市4%,名古屋市３％，京都市１％〉

かかる直接原価と間接原価があるが，ここでは六

大都市水道事業経営の特質がよくわかる上記３部

門について比較してみることにする。

この中で最も各都市の状況が際立っているのは原

水部門である。まず，神戸の原水量1ｍ3当りの

単価か16円56銭とずばぬけて高いが，これは，同

市の場合自家水源が少ないため阪神水道企業団か

らの受水によって水源をまかなっており，この受

水費が原水部門の95％をしめる19億円に達してい

るという事情があるのである。このような特殊な

例外を除けば，大阪が85銭ととびぬけて低いのが

目立つ。これは，大阪市の場合水源を淀川水系に

依存しており地理的な好条件が取水・導水の経費

を他都市に比べて割安にできる役割を果している

ためであると言えよう。横浜淑の場合は神ド市を

除けば生産原価中に占める原水部門の割合は12%

で最高であるが，これは水源が遠隔の地にあるこ

と，下流取水方式による動力費の負担が大きいこ

となどがその原因である。＜因みに，原水部門に

おける経費の中で動力費の占める割合は横浜市が

32.5％で以下大阪ffT30.2％,名古屋市17.0％,東

京都4.9％,京都市2.0％,神戸市0.8％となって

いる。＞

次に浄水部門では，浄水量1ｍ3当りの原価も生産

原価中に占める浄水部門原価の比率もともに各都

市似たような数値を示しており，この部門では各

都市間の特徴は数値的には表われていないが，今

後水源水質の汚濁対策として浄水工程における設

備の新設や薬品注入の増大が一つの課題となるで

あろう。＜昭和44年度決算における浄水部門原価

中の薬品費の構成比は東京都28％,大阪市22％,

横浜市17％,名古屋市5％,京都市5％,神戸市

4％となっている。＞

さらに，配水部門についてみると横浜市に特徴が

見られる。即ち，本市の地形的特質から配水加圧

ポンプの設置が必要となりそのため生産原価に占

水道料金体系は，ある意味においてはそれぞれの

事業の経営特質を，もっともよく表わしたものと

いうことができる。そこには,各事業がそれぞれの

歴史や社会的環境の異なる中で，様々の制約を受

けながら公共性と経済性の調和を実現させるため

最大の知恵を結集したあとが見られるのである。

しかし，料金体系の考え方については，別稿「公

営企業としての水道事業」を参照していただくと

して，ここでは六大都市の具体的な料金体系を比

較するにとどめておくこととする。

表４で示したように，六大都市の水道料金体系は

大別して用途別料金体系＜横浜市，大阪市＞と口

径別料金体系＜横浜大阪両市を除く４都市＞の二

つに分けられるが，それぞれの二大分類の中でも

同じ体系をとる例は全くない。もとより水道料金

は能率的な経営のもヽとにおける適正な原価をまか

なうに足る水準に定められなければならないが，

それをどのように各使用者に負担させるかについ

てはいろいろな考えがなお混在しているのが実情

である。

以上，全体的な統一という観点からは甚だ莫然と

して論点の不明確な水道事業の六大都市比較を行

なったのであるが，広はん多岐にわたる事業のす

べてを比較することは紙数の上からも時間的にも

不可能であつた。また，そのような分析を行なう
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のに必要な資料も十分でないのが実情である。そ

のような状況の中で最近総合的経営資料の交換に

関し，六大都市間の合意が得られた。その成果を

大いに期待するものである。

＜水道局調査課調査第一係長＞

１ はじめに

水道事業における施設を単純に計数から比較する

ことは困難である。その理由として施設について

のそれぞれの定義はあってもそれが単独で稼働

される場合には明確な答えはあるはずである。し

かし,施設はそれ自体に独立しているものでなく，

事業遂行上の流れのなかにあって有機的に存在し

ているのである。従って，とらえようはないが，

一つの瞬間をとらえ定義されたもののなかから比

較していきたいと思う。

給水人口および給水量

水道施設の規模を表わす要素に給水人口と給水量

がある。単に，給水人口と言えば水道事業者はこ

れを十分把握していると一般には考えられている

と思う。しかし，これを把握することは大変に困

難なことであって，小規模な都市ならいざ知ら

ず，大都市で水道普及率が90パーセントを越える

ようになると，もう総人口＜行政区域内人口＞と

給水人口とは同じであると言わざるをえない状況

である。もともと，給水人口というのは衛生思想

面から水道の恩恵をうける人口を増加せしめるた

め，総人口との対比において普及率という指数に

重きを置いたとき，何人水道水を飲んでいるかを

数えることが出来る範囲に使えるものである。従

って，給水人口を把握することは困難なことであ
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その２　施設面からの比較

中村高也
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六大都市の給水人口および給水量の推移表１



るが，本市では昭和44年市の全世帯を対象とした

調査によって統計的に推計した結果を使用してお

り，次回の調査まではこの調査をもとにして推定

していかざるをえない。他の都市における給水人

口の推定方法にはいろいろあって，簡単に説明し

にくいが，いずれにしても相当苦心しておられる

ようである。

次に，給水量であるが，水道の施設は一日最大給

水量によって計画される。一日最大給水量とは一

年を通じて一日給水量の最大のものをいうのであ

る。この一日のために水道マンは努力するのであ

るが，給水人口と給水量は年々伸びてきた。しか

るに，大阪市においては昭和39年頃から給水人口

が減りつつあり，一方，一日最大給水量も一日

平均給水量も今のところ直線的に増加の傾向を示

している。従来から，人口と給水量との間に相関

関係があるといわれてきたが，大阪市はこの例外

となっている。大阪市を除く他の五都市は一人一

日最大給水量は400リットル台，一人一日平均給

水量は500リットル台であるにもかかわらず大阪

市だけはそれぞれ700リットル，600リットル台

と大きくなっている。このことから大阪市は夜間

人口が減少して，工場かなにかの大量使用者が現

われていると判断できる。

以下，各施設についてそれぞれの都市の性格をみ

てみたいと思う。

３ 貯水施設

今日つくられるダムの多くは，洪水調節，発電，

かんがい，上水道および工業用水道など数種の目

的のために利用されている。このため，この多目

的ダムの建設にはこれら事業体の共同出資によっ

て行なわれている。六大都市のうちで，多目的ダ

ムの事業主体の一つに参加しているところは東京

５ 浄水施設

浄水施設としての浄水場はさしずめ飲料水を製造

する工場である。浄水場の数は東京10，大阪３，

名古屋３，横浜4,京都7，神戸７個所である。

最近の水需要の伸びがすさまじいので近年建設さ

れた浄水場はいずれも大型化され，一つの浄水場

で一日当り100万トン浄水出来るようになった。

浄水場の規模は処理能力すなわちろ過池の能力で

都の矢木沢ダム，下久保ダム，本市の城山ダムが

ある。

上水道専用ダムとしては東京都の小河内ダムが有

効貯水量１億8,540万トンと一番大きく，他は同

じ東京都の村山ダム，山ロダムあわせて3,400万

トン，神戸市の千苅ダム，五本松ダム，立畑ダム

の三つのダムあわせて1,300万トン程度である。

他の都市にはこのような施設はない。

４ 取水施設

取水方式として河川表流水の自流を取水している

ところは，六都市ともに同じ方式であるが，この

他には専用ダムから直接取水している神戸市，あ

るいはダム放流水を取水している横浜市のような

方式もある。また，東京都は伏流水，井戸からも

取水している。

一方，神戸市は用水供給事業者である阪神水道企

業団＜昭和11年７月21日設立＞から57万4,000ト

ン受水しており，兵庫県下にはこのような広域水

道が古くからあったのである。本市においては昭

和44年設立された神奈川県内広域水道企業団から

昭和48年度に一部受水して，昭和51年度には60万

8,200トン全量を受水することになっている。
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う課程をもつて設備され，運転されてきた。そし

て沈でん池やろ過池からの排水は附近の河川に排

出されて浄水場敷地に余裕のあるところではこの

排水も貯水され，清澄水が回収されていた程度だ

ったのである。しかるに浄水場からの排水は汚泥

を合んでおり，小河川を汚染することともなるの

で，最近ではすべて浄水場で処理する傾向が現わ

れ，浄水場から構外へは排出しない。すなわち構

外への下水や排水管はいらないのである。　そし

て，汚泥は汚泥処理機＜脱水機＞によって固形に

し，埋土として搬出する。今のところこのような

施設がある浄水場は東京都の朝霞浄水場，東村山

浄水場，名古屋市の春日井浄水場，神戸市の甲山

浄水場などがあって，本市では小雀浄水場に本年

３月設置したばかりである。

固形として搬出しないまでも用地が十分あれば天

火乾燥する方法もある。この方式をとっているの

は大阪市の庭窪浄水場である。本市の西谷浄水場

では，この排水を貯水して，さらに沈でんさせ工

業用水として再生使用しており，このことは昭和

35年建設当時は画期的な試みであった。

ると，配水管容量は東京都，大阪市，名古屋市の

グループと京都市，神戸市，横浜市のグループの

二つの異なった性格のグループに分けることが出

来る。この性格を地形によって分類すると，前者

は平面型，後者は立体型であると考えれば説明し

やすい。第２表から両者を比較してみると，管容

量は前者は後者の２倍になっており，給水人口当

りの管容量も２倍である。しかるに，一日最大給

水量当りの管容量は大体両者同じような値をもっ

ている。換言すれば両者の間に施設には差がある

が，需要者への供給状態は同じレベルにあること

を意味している。管容量に差があるのは地形が立

体的で高低差があるところから，自然流下で給水

できる区域があるので，このような結果になると

思われる。

また，管延長を加えてもう少し考えてみると，給

水区域内における管の延長は名古屋市と本市が1

k㎡当りそれぞれ６㎞，５㎞で，他の都市は10

km以上あり，その上,給水区域内における管容量

と，一日最大給水量当りの管容量について本市が

一番小さい値を示している。このことは第３表の

配水管延長75ｍｍ未満の欄にも表わされているよ

うに本市の配水管は小口径管で距離を延ばしてい

るので，給水状態を考慮したとき管に余裕とか融

通性がない。

７ 配水池

需要者と密接に結びつく水道施設は配水管であ

る。この中でとりあげる配水管は事業者側で布設

された管，すなわち公設管をいう。

第２表のなかにある管容量は口径ごとに管断面積

に距離を乗じ，加算したものである。この表をみ

配水池の容量すなわち一日最大給水量の何時間分

を貯水しておけばよいかをきめることはむつかし

い。浄水場での処理量と需要者の使用量に差が出

たとき，これを調節するのが配水池の役目であっ

て，特に，住宅地をかかえているような給水区域

があるときこれを受けもつ配水池は特にその容量

を検討しておかなければならない。従って，これ

６ 配水管
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表わされ，標準ろ過量でみると東京都の朝霞浄水

場170万トン，金町浄水場136万トン，東村山浄

水場96.5万トン，大阪市柴島浄水場98.2万トン，

庭窪浄水場80万トン，本市小雀浄水場100万トン

などである。

今日までの浄水場は沈でん ろ過 殺菌とい



口径別配水管延長

は小都市にあてはまるばかりでなく，大都市でも

市域をいくつかの給水区域＜ブロック＞に分ける

ときはブロックごとの性格によって池の容量も異

なるはずである。このようにみるとき，六大都市

ごとに，どんな施設になっているか資料が不足し

ていて不明であり，これを調査するにはかなり詳

しく調査しなければならない。－つの都市でどん

な状態かと言えば，一日最大給水量の８時間分あ

るところは名古屋市，神戸市，横浜市，5時間分

のところが東京都，大阪市，京都市である。

浄水量と給水量の差を配水池で調節すると述べて

きたが，この貯水容量を考える場合，必ずしも配

水池だけで調節しなくともよいのではないかと考

える。水道施設は貯水一取水一導水一浄水一送水

一配水とそれぞれに施設があるが，貯水施設も大

きな意味での時間調節が出来るのであり，特に導

水施設の距離が短かければ，浄未処理には予備池

がおかれているはずなので，導水管路や送水管路

にこれらの差を補う能力をもたせれば配水池の貯

水容量は減ってくるはずである。本市では相模湖

系統の水量調節と浮遊物の沈でん処理を行なう目

的で90万トン貯水出来る相模原沈でん場をもって

いる。水源地から都市の中央部までの距離を取水

量の加重平均値でとると，東京都23km,大阪市21

km，名古屋市27km，京都市13km，神戸市37km，

本市40kmとなっており，本市は相当長い距離を

配水管の容量と延長
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表2

表３



引張ってきているため，中間施設としてこの地点

に池が必要なのではなかったかと思われる。

＜水道局工事部設計課設計第一係長＞
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